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業種

法許可（国） 条例許可（都）

条例届出（都）

飲食店営業、
菓子製造業など

（34業種）

つけもの製造業、
食料品等販売業など

（10業種）

その他の販売業、
届出給食施設など
（20業種）

改正後の業種

新設された法許可（国）

新設された法届出（国）

飲食店営業、菓子製造業
漬物製造業、集団給食施設など

（32業種）

簡易な調理業、包装食品の販売業など
（29業種）

食品衛生法改正
（H30.6.13）

（R3.6.1施行）（現行）

昭和49年以降改正されていない食
品衛生法とこの法ではカバーしきれ
ない部分は条例の規定で衛生を担保
し、対応してきた。しかし、実態と
合わない業種や各自治体の判断の違
いなどの問題が生じてきた。

法改正により新設された法許可は、
同名称だが以前より営業行為の幅が
広がり、また法による届出も新設さ
れた。これにより条例の規定が不要
となり改正法施行と同時に条例が廃
止になる。

許可申請手数料
法許可手数料

条例許可手数料

新規に手数料を設定（原価計算）

効率的で実態に沿った、
統一的な法整備のため

廃止（改正後の許可または届出へ切替える）
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